
  

  

  

  

 

 

  

 

   

   

                     平成２８年４月１日 

                   医療法人社団 踏青会 下総病院 

                   千葉県八千代市米本２４７２－２ 

                     ０４７－４８８－２１３５ 

    

  

  

下総病院 春祭り 
   

 寒かった冬も過ぎ、だんだんと陽の光りが暖かくなってきて外を歩いて

いると気持ちのいい季節になってきました。しかしその反面、今の時期は

花粉がピークですので花粉症の方にとっては大変な季節ですね。ご家族の

皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

 さて、春といえば当院では毎年恒例となっております『春祭り』が開催

されます！！今年は 4 月 20 日（水）に予定をしております。当日はカラ

オケと模擬店を行います。模擬店ではプリンアラモードと紅茶を用意し患

者さんに振舞います。毎年春祭りは患者さんの大きな楽しみの一つです。

春祭りの様子は次回の下総つうしんでお伝えしたいと思います。 

 

 

 

下総つうしん 



新しい先生の紹介  

  

平成 27年 12月より当院に新しく常勤医が 1名増えました。5病棟の病

棟医として佐藤克志先生が入局しましたので、ご紹介させていただきます。 

●佐藤先生より● 

 佐藤克志と申します。平成 27年 12月 1日から常勤医師として第 5病棟

医を担当させて頂いております。 苦労人でして医師国家試験をストレー

トで合格したときには大学の教官から「劣等生だがコツコツと真面目に、

不正をすることなくやっていたから驚くことではない」と有難くもないコ

メントを頂いたと人伝に聞きました。経歴は、小児科、精神科児童グルー

プ・躁うつ病グループ、児童相談所 3 歳児精密健診、就学時相談、保健所

指導医、認知症サポート医をしておりました。精神科指定医、専門医の資

格を持っております。趣味は柔道、サッカー、バドミントンの経験はあり

ますが今は観戦です。先祖代々、伊達家の家来だったそうで宮城に執着が

あるのですが東日本大震災で被災病院へと出奔し再び流浪の身になりまし

た。精神科 1年目に現東北大学精神科教授から「君は何に興味があるの？」

と尋ねられ、「精神科で児童と大人の間にあるブラックボックスを開けた

い、心理カウンセリングを精神科精神療法に統合させたい」と答えました

が前者は他力で後者は自力での達成が目の前にありそうでなさそうでとい

う所でしょうか。私の能力、姿、性格から皆さまには迷惑をお掛けしてお

りますがお許しください。しかしながら小児科後輩の「先生は本当に小児

科医らしい方ですから辞めないでください」との言葉、耳に留めおり候。

本邦日本は古来義をもって市場の徳目と為し候なり、義の本領は正義の他

これ無く人道正義の謂いにて御座候、義の一度喪失せば国危うしと存じ候、

人道正義の道さて置きて何の繁栄欣喜これあり候なり、日本男児、身命惜

しまず妻子息女に尽くし給える御事、断じて賊卑にあらず、断じて義挙と

存じ候。 

 

  



心のふれあいフェスティバル 
平成 28年 5月 11日（水）に千葉市中央公園・千葉市文化センターにて

「心のふれあいフェスティバル」が開催されます。今年は第 27回目となり

テーマは『見たいなあなたの笑顔 見せたい私の笑顔』です。精神障害の

ある方と地域の方々との交流を深めるためのイベントです。当院からもバ

ザー・演芸大会に参加予定です。患者さんが作業療法にて、革細工や編み

物、刺し子、陶芸、籐細工など心を込めて作品作りをしています。さらに

演芸大会ではエイサーを職員と一緒に披露する予定です。 

 

    日時：平成 28年 5月 11日（水）10：25～14：30 

    会場：千葉市中央公園・文化センター 

    内容：作品展示、青空パフォーマンス、バザー 

       演芸大会、こころのよろず相談  …など   

  

 

  映画「ちづる」を見ました♪ 

3 月１9 日に八千代市こころの健康づくりフェア～ちづる上映会～が行

われました。映画ちづるは、監督の赤崎さんが大学の卒業製作しとして自

身の自閉症と知的障害を持つ妹ちづるとその母の日常を撮影したドキュメ

ンタリー作品です。 

 内容はほのぼのとした日常生活の様子や笑ってしまうようなちづると母

の会話、ちづると母のぶつかり、障害がある妹を持つ兄の葛藤などありの

ままに描かれています。障害がテーマというよりは、家族の物語として自

然と受け入れられる魅力的でとても面白い映画です。 

 興味のある方はＤＶＤも発売していますのでぜひご覧になって見て下さ

い。 



健康保険の制度改正のお知らせ 

平成 28年 4月から食事の負担額が変わります。 

 入院時の食費の一部として負担する、1 食当たりの食事療養標準負担額

が段階的に引き上げられます。低所得者の負担額は今までと変わりません。 

 

 

  

上記のように改正されますが、当分の間は経過措置がとられます。  

「平成 28年 3月 31日において、既に 1年以上継続して精神科病床に入院

している方であって、平成 28 年 4 月 1 日以降引き続き医療機関に入院す

る方の食事療養標準負担額については、経過措置として、当分の間改正前

の規定が適用」されます。 

何かご不明点等ありましたら、医療相談室までご連絡ください。 

 医療相談室直通℡ 047-488-2107  

 

 

編集後記 
 急に暖かくなったかと思えば前日とは 10度も気温が下がり肌寒くなっ

たりと、最近は日々の気温差がとても激しく体調管理が難しいですね。心

配していたインフルエンザの流行は病院内ではありませんでした。このま

ま、患者さんがインフルエンザに罹ることなく流行が終われば良いと思っ

ています。ご家族の皆様も、お身体に気をつけてお過ごしください。 

  

  医療相談室 関屋 杉崎 布留川 片寄 廣石 

現行 

1食 260円 

(1ヶ月 24,180円) 

平成 28年 4月から 

1食 360円 

(1ヶ月 33,480円) 

平成 30年 4月から(予定) 

1食 460円 

(1ヶ月 42,780円) 


